
 

松江圏都市計画（松江国際文化観光都市建設計画）地区計画の決定（松江市決定）  

 

 

都市計画白潟地区地区計画を次のように決定する。 

 

１．地区計画の方針 

 

名称 白潟地区地区計画 

位置 松江市魚町、白潟本町、八軒屋町、和多見町の各一部 

面積 約６．７ha 

区
域
の
整
備
・開
発
・保
全
の
方
針 

地
区
計
画
の
目
標 

本地区は、大橋川に隣接し、松江藩開府前から藩政時代にかけて水運の要衝

として栄え、明治期・大正期も物流の拠点として廻船問屋などを中心に商人町とし

て栄えた地区である。以降、松江市の中心市街地を構成する地区として発展を続

けたが、物流の主体が鉄道や自動車などに移行するとともに、大型商業店舗の

郊外立地などにより、商業地、住居地としての空洞化が進み、活力が減少してき

ている。そこで大橋川改修に併せ、その沿川地域において、魅力あふれる水辺

空間と歴史・伝統・文化資源を活かして、都市機能と調和した新たな賑わいを創

出することを目標とする。 

土
地
利
用
の
方
針 

大
橋
通
り
沿
道
地
区 

松
江
大
橋
西
側
地
区 

大橋通り沿道地区、松江大橋西側地区では、低未利用地や歴史的建造物を活

かした起業や居住により人を呼び込み、賑わいがある商業、住宅系市街地形成

のための土地利用を図る。 

また、大橋川沿いでは、魅力あふれる水辺の公共空間を活かした賑わいづくり

や、沿道街区の区画形質の整形により、水の都松江の中心地にふさわしい商業・

住宅環境の形成のための土地利用を図る。 

松
江
大
橋
東
側
地
区 

松江大橋東側地区では、寺院や神社、小路や町割りなど、歴史的な資源を活

かして、市民や観光客にとって魅力的なまちなみ形成のための土地利用を図る。 

また、大橋川沿いでは、魅力あふれる水辺の公共空間を活かした賑わいづくり

や、沿道街区の区画形質の整形により、水の都松江の中心地にふさわしい商業・

住宅環境の形成のための土地利用を図る。 

 

地
区
施
設
の
整
備
方
針 

大
橋
通
り
沿
道
地
区 

松
江
大
橋
西
側
地
区 

大橋通り沿道地区、松江大橋西側地区では、大橋川改修に併せ、白潟本町灘

町線において、水辺環境と調和した安全・快適な歩行者空間の整備を図る。 

大橋通り沿道地区では、末次本町雑賀本町線において、安全・快適な歩行者空

間の整備、都市環境の向上を図る。 

 

 

松
江
大
橋
東
側
地
区 

松江大橋東側地区では、白潟本町寺町線や区画道路において、寺院や神社、

小路や町割りなど、歴史的なまちなみと調和した安全・快適な歩行者空間の整備

を図る。 



 

建
築
物
等
の
整
備
方
針 

大
橋
通
り
沿
道
地
区 

松
江
大
橋
西
側
地
区 

大橋通り沿道地区、松江大橋西側地区では、水辺や都市空間と調和した落ち

着きのあるまちなみ景観の創出のため、建築物等の形態・意匠の制限を行う。 

松
江
大
橋
東
側
地
区 

松江大橋東側地区では、寺院や神社、小路や町割りなど、歴史的なまちなみと

調和したまちなみ景観の創出のため、建築物の高さの最高限度、建築物等の形

態・意匠の制限を行う。 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に 

関
す
る
整
備
方
針 

当地区は、全ての利用者が快適に利用できるよう「松江市ひとにやさしいまち

づくり条例」の施設整備基準に基づいてバリアフリーとなるように努める。 

  



 

２．地区整備計画 

 

地
区
施
設
の
配
置
・規
模 

道 
 

路 

名称 幅員 延長  

区画道路１号（既設） 約５．０～６．５ｍ 約１４０ｍ 計画図表示のとおり 

区画道路２号（既設） 約５．５～７．５ｍ 約２４０ｍ 計画図表示のとおり 

区画道路３号（既設） 約４．０～５．０ｍ 約９０ｍ 計画図表示のとおり 

区画道路４号（既設） 約２．５～３．５ｍ 約６０ｍ 計画図表示のとおり 

    

 

建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
事
項 

地
区
の
細
区
分 

名

称 
松江大橋西側地区 大橋通り沿道地区 松江大橋東側地区 

面

積 
約１．２ha 約１．８ha 約３．７ha 

建
築
物
の

高
さ
の
最

高
限
度 

― ― ２０ｍ 

建
築
物
等
の
形
態
・
意
匠
の
制
限 

①黒・白・灰および茶系統

を基調とし、周辺と調和

した落ち着きのある色

調とする。 

 

②外壁は、湖面と明暗のコ

ントラストをつけた、白

または明るい茶系統を

基調とする。 

 

③屋外広告物（屋外広告物

法第 2条第 1項に定める

ものをいう。）及び広告物

を掲出する物件の形態、

意匠及び色彩について

は、松江市屋外広告物条

例を遵守し、周辺の景観

に調和したものとする。 

 

①黒・白・灰および茶系統

を基調とし、周辺と調和

した落ち着きのある色

調とする。 

 

②屋外広告物（屋外広告物

法第 2条第 1項に定める

ものをいう。）及び広告物

を掲出する物件の形態、

意匠及び色彩について

は、松江市屋外広告物条

例を遵守し、周辺の景観

に調和したものとする。 

①黒・白・灰および茶系統

を基調とし、周辺と調和

した落ち着きのある色

調とする。 

 

②屋根は、勾配屋根を原則

とし、黒や灰色の和瓦ま

たは金属板葺き等とす

る。 

ただし、高さ 12m 以上の

建築物はこの限りではな

い。 

 

③屋外広告物（屋外広告物

法第 2条第 1項に定める

ものをいう。）及び広告物

を掲出する物件の形態、

意匠及び色彩について

は、松江市屋外広告物条

例を遵守し、周辺の景観

に調和したものとする。 

 

備考     

 


